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第４３０回狛江市行財政改革推進本部会議会議録

１ 日 時 令和７年８月２６日（火）午前１０時２４分～１０時３０分

２ 場 所 市長公室

３ 出席者 本 部 長 松原市長 副本部長 平林副市長

本 部 員 髙橋企画財政部長 本 部 員 田部井総務部長

本 部 員 片岡市民生活部長 本 部 員 宗像福祉保健部長

本 部 員 冨田子ども家庭部長 本 部 員 一瀬環境部長

本 部 員 竹之下都市建設部長 本 部 員 波瀬教育部長

本 部 員 鈴木議会事務局長

４ 事務局 杉田政策室長

５ 欠席者 副本部長 柏原教育長

６ 議 題 １ 令和８年度組織改正案について

2 狛江市の電子的に通知する電子文書の原本性の確保の方針（案）について

７ 会議概要

本 部 長 それでは、「１ 令和８年度組織改正案について」説明をお願いする。

事 務 局 前回の本部会議で審議いただいた組織改正案に対する各部局からの意見は１件。内

容としては、「保険年金課が福祉保健部から市民部に移管されることについて、「国民

健康保険データヘルス計画」及び「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業」

において、健康推進課・高齢障がい課などを中心に連携が必要なことから、部を超え

て引き続き協力体制が確保できる仕組みについて検討いただきたい。」というもの。こ

の点については、組織改正後においても、必要に応じて各部局が連携して取り組む事

業であると考えているため、組織改正案については変更していない。本日審議いただ

き、改正案として承認されれば、スポーツ分野の移管について教育委員会に意見照会

するとともに、組合へ提案したい。

本 部 長 特に質問・意見等なければ、本件については了承とする。

次に、「２ 狛江市の電子的に通知する電子文書の原本性の確保の方針（案）につい

て」説明をお願いする。

事 務 局 令和４年度から電子決裁を導入し、狛江市情報通信技術を活用した行政の推進に

関する条例に基づき、電子文書を電子情報処理組織を使用して通知することにより、

市民・事業者の利便性の向上を図っている。しかし、許可通知書等の対抗力を問われ

る事案に関しては、電子公印の印影を付した通知書等データのみでは原本性、真偽性

が担保できないため、紙文書での交付が必要となっていたが、電子公印に代えて電子

署名を付すことにより原本性、真偽性を担保することを検討している。目的としては、

市民・事業者の利便性の維持と電子文書の原本性の担保の両立、またデジタル化によ

る事務の効率化である。対象事務は別紙１のとおり、申請に対する使用許可、占用許

可等の許可処分であって、申請者が対外的に効力を証する必要があるものとし、原本
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性の担保が別になされているシステム上で申請・許可処分を確認できるもの等につい

ては、対象外としている。見直しの流れとしては、３ステップで行い、まず、該当する事

務のうち、所管課が電子的に手続を完結する必要があるものを調査により洗い出し、

次に文書管理規則その他対象事務の根拠となる例規の改正を進め、合わせて電子署

名を行うためのLGPKIカードを利用するパソコンにソフトウェアをダウンロードする等

の環境整備を行う。対象事務は別紙２のとおりで、令和８年４月１日から電子署名へ切

り替えることとしたい。

最後に電子署名への切替と同時に進めることとして、オンライン申請できる環境整備

はもとより、許可処分段階の後、使用料・占用料等の納付が必要となる場合には、納付

段階について電子的に納付ができるようにする等、一環して事務の電子化を進めてい

く必要があるため、令和８年４月１日を目途に関係部署で調整を進めていく。

本 部 長 特に質問・意見等なければ、本件については了承とし、第４３０回狛江市行財政改革

推進本部会議を終了する。


